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当社株式の監理銘柄指定について 

 

当社株式につきまして、平成21年６月５日付にて株式会社ジャスダック証券取引所（以下、ジャスダッ

ク）といいます。）より監理銘柄に指定する旨の通知を受領いたしました。本件に関する当社の今後の対応

等は、下記のとおりであります。 

 

記 

 

１． 監理銘柄指定理由 

当社は、本日、「定時株主総会の延期と有価証券報告書の提出遅延に関するお知らせ」と題するリリース

を開示いたしました。 

当社が第 12 期（平成 21 年３月期）有価証券報告書を金融商品取引法第 24 条に定める法定提出期限であ

る平成 21 年６月 30 日迄に提出できない見込であるという開示内容を受けてジャスダックは、当社の株式

を監理銘柄に指定し、投資者の注意を喚起するものであります。 

 

２． 監理銘柄への指定期間について 

平成 21年６月５日からジャスダックが株券上場廃止基準に該当するかどうかを認定した日まで 

 

３． 今後の対応 

有価証券報告書の提出遅延の要因であります、平成 21年５月 11日付の「業績に影響を与える事象の発生

と社内調査報告及び外部調査委員会の設置について」にて公表しました当社従業員による不正行為につき

ましては、外部調査委員会の協力の下、一刻も早い全容解明に向けて鋭意進めており、６月中旪を目処に

外部調査委員会より調査状況に関する中間報告が行われる予定であります。 

また、本日付の「定時株主総会の延期と有価証券報告書の提出遅延に関するお知らせ」にて公表しました

とおり、定時株主総会招集のための基準日を平成 21年６月 30日に設定の上、第 12回定時株主総会を平成

21年７月 30日開催（予定）に変更すると共に、速やかに決算の内容の確定と監査手続を終え、平成 21年

７月 31日迄に第 12期（平成 21年３月期）有価証券報告書の提出を行う予定であります。 

 

株主の皆様をはじめ、関係者の皆様には多大なご迷惑とご心配をお掛けしますことを深くお詫び申し上げ

ます。 
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